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（
内
閣
委
員
会
）

国
家
戦
略
特
別
区
域
法
及
び
構
造
改
革
特
別
区
域
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
（
閣
法
第
六
五
号

（
衆
議

）

院
送
付
）
要
旨

本
法
律
案
は
、
産
業
の
国
際
競
争
力
の
強
化
及
び
国
際
的
な
経
済
活
動
の
拠
点
の
形
成
に
関
す
る
施
策
の
総
合
的
か
つ
集
中

的
な
推
進
を
図
る
た
め
、
国
家
戦
略
特
別
区
域
に
係
る
法
律
の
特
例
に
関
す
る
措
置
の
追
加
等
を
行
う
と
と
も
に
、
経
済
社
会

の
構
造
改
革
及
び
地
域
の
活
性
化
を
図
る
た
め
、
構
造
改
革
特
別
区
域
に
係
る
法
律
の
特
例
に
関
す
る
措
置
を
追
加
し
よ
う
と

す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一
、
国
家
戦
略
特
別
区
域
法
の
一
部
改
正

１

学
校
教
育
法
等
の
特
例

国
家
戦
略
特
別
区
域
会
議
が
、
公
立
国
際
教
育
学
校
等
管
理
事
業
（
都
道
府
県
等
が
設
置
す
る
中
学
校
、
高
等
学
校
又

は
中
等
教
育
学
校
の
う
ち
、
産
業
の
国
際
競
争
力
の
強
化
及
び
国
際
的
な
経
済
活
動
の
拠
点
の
形
成
に
寄
与
す
る
人
材
の

育
成
の
必
要
性
に
対
応
す
る
た
め
の
教
育
を
行
う
も
の
と
し
て
一
定
の
基
準
に
適
合
す
る
も
の
の
管
理
を
、
私
立
学
校
法

に
規
定
す
る
学
校
法
人
等
で
あ
っ
て
、
当
該
学
校
の
管
理
を
担
当
す
る
役
員
が
必
要
な
知
識
又
は
経
験
を
有
す
る
も
の
と
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し
て
都
道
府
県
等
が
指
定
す
る
も
の
に
行
わ
せ
る
事
業
を
い
う

）
を
定
め
た
区
域
計
画
の
認
定
を
受
け
た
と
き
は
、
都

。

道
府
県
等
は
、
条
例
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
指
定
し
た
法
人
に
当
該
学
校
の
管
理
を
行
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

児
童
福
祉
法
等
の
特
例

国
家
戦
略
特
別
区
域
会
議
が
、
国
家
戦
略
特
別
区
域
限
定
保
育
士
事
業
（
保
育
の
需
要
に
応
ず
る
た
め
、
国
家
戦
略
特

別
区
域
限
定
保
育
士
の
資
格
を
定
め
る
事
業
を
い
う

）
を
定
め
た
区
域
計
画
の
認
定
を
受
け
た
と
き
は
、
国
家
戦
略
特

。

別
区
域
限
定
保
育
士
試
験
の
合
格
者
は
、
当
該
事
業
実
施
区
域
に
お
い
て
、
一
定
の
期
間
は
国
家
戦
略
特
別
区
域
限
定
保

育
士
と
な
る
資
格
を
有
す
る
。

３

出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
の
特
例

、

（

、

国
家
戦
略
特
別
区
域
会
議
が

国
家
戦
略
特
別
区
域
家
事
支
援
外
国
人
受
入
事
業

家
事
支
援
活
動
を
行
う
外
国
人
を

一
定
の
基
準
に
適
合
す
る
本
邦
の
公
私
の
機
関
が
雇
用
契
約
に
基
づ
い
て
受
け
入
れ
る
事
業
を
い
う

）
又
は
国
家
戦
略

。

特
別
区
域
外
国
人
創
業
活
動
促
進
事
業
（
外
国
人
が
創
業
活
動
を
行
う
こ
と
を
促
進
す
る
事
業
を
い
う

）
を
定
め
た
区

。

域
計
画
の
認
定
を
受
け
た
と
き
は
、
法
務
大
臣
は
、
本
邦
に
上
陸
し
よ
う
と
す
る
外
国
人
か
ら
、
特
定
家
事
支
援
活
動
又

は
創
業
活
動
を
行
う
も
の
と
し
て
、
在
留
資
格
認
定
証
明
書
の
交
付
の
申
請
が
あ
っ
た
場
合
に
は
、
在
留
資
格
認
定
証
明
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書
を
交
付
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

４

都
市
公
園
法
の
特
例

国
家
戦
略
特
別
区
域
会
議
が
、
都
市
公
園
占
用
保
育
所
等
施
設
設
置
事
業
（
保
育
等
の
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
需
要
に
応
ず

る
た
め
、
都
市
公
園
を
占
用
し
て
、
保
育
所
等
の
社
会
福
祉
施
設
を
設
置
す
る
事
業
を
い
う

）
を
定
め
た
区
域
計
画
の

。

認
定
を
受
け
た
と
き
は
、
二
年
以
内
に
当
該
事
業
に
係
る
保
育
所
等
施
設
の
た
め
の
都
市
公
園
の
占
用
許
可
申
請
が
あ
っ

た
場
合
に
は
、
都
市
公
園
の
公
園
管
理
者
は
、
一
定
の
基
準
に
適
合
す
る
限
り
、
当
該
許
可
を
与
え
る
も
の
と
す
る
。

５

安
全
な
血
液
製
剤
の
安
定
供
給
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
の
特
例

国
家
戦
略
特
別
区
域
会
議
が
、
国
家
戦
略
特
別
区
域
血
液
由
来
特
定
研
究
用
具
製
造
事
業
（
研
究
機
関
と
連
携
し
、
業

と
し
て
、
医
薬
品
等
の
研
究
開
発
に
お
い
て
試
験
等
の
用
途
に
用
い
る
物
を
製
造
す
る
事
業
で
あ
っ
て
、
一
定
の
要
件
を

満
た
す
も
の
を
い
う

）
を
定
め
た
区
域
計
画
の
認
定
を
受
け
た
と
き
は
、
当
該
事
業
を
行
お
う
と
す
る
者
は
、
血
液
を

。

原
料
と
し
た
研
究
用
具
の
業
と
し
て
の
製
造
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

６

１
か
ら
５
の
ほ
か
、
公
証
人
法
、
医
療
法
、
水
産
業
協
同
組
合
法
、
国
有
林
野
の
管
理
経
営
に
関
す
る
法
律
、
国
家
公

務
員
退
職
手
当
法
、
高
年
齢
者
等
の
雇
用
の
安
定
等
に
関
す
る
法
律
、
外
国
医
師
等
が
行
う
臨
床
修
練
等
に
係
る
医
師
法
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第
十
七
条
等
の
特
例
等
に
関
す
る
法
律
及
び
特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
の
特
例
に
関
す
る
措
置
を
追
加
す
る
。

７

設
備
投
資
減
税
等
に
関
す
る
課
税
の
特
例
に
関
す
る
措
置
を
追
加
す
る
。

二
、
構
造
改
革
特
別
区
域
法
の
一
部
改
正

１

道
路
整
備
特
別
措
置
法
及
び
民
間
資
金
等
の
活
用
に
よ
る
公
共
施
設
等
の
整
備
等
の
促
進
に
関
す
る
法
律
の
特
例

地
方
道
路
公
社
が
管
理
す
る
有
料
道
路
の
運
営
権
を
設
定
す
る
場
合
に
は
、
民
間
事
業
者
に
料
金
を
収
受
さ
せ
る
こ
と

と
し
、
民
間
事
業
者
が
当
該
道
路
の
運
営
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。

２

１
の
ほ
か
、
通
訳
案
内
士
法
の
特
例
に
関
す
る
措
置
を
追
加
す
る
。

三
、
施
行
期
日

こ
の
法
律
は
、
一
部
を
除
き
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
三
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
施

行
す
る
。


